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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の紙幣挿入口から挿入された紙幣を搬送する搬送手段と、
　前記紙幣の搬送路に対向配置された発光部及び受光部からなり、前記紙幣の透かし部を
含む搬送方向の所定のラインに沿って、前記発光部で発光された単一種類の光の前記紙幣
への透過光量を検出する検出手段と、
　前記検出手段が検出する透過光量を表す透過光量データを、前記紙幣の検出位置に対応
させて所定の周期でサンプリングするサンプリング手段と、
　前記紙幣をその搬送方向に複数に分割し、各搬送区間について前記透過光量データを平
均した平均透過光量と、前記透かし部について前記透過光量データを平均した平均透過光
量とを算出し、両平均透過光量の比に基づいて前記紙幣の真贋を判定する判定手段と、
　を備えたことを特徴とする紙幣識別装置。
【請求項２】
　前記搬送手段による前記紙幣の搬送に同期してパルスを出力するセンサを備え、
　前記サンプリング手段は、前記紙幣の先端が前記検出手段による識別部に到達してから
その通過を完了するまでの間、前記センサのパルスの変化に同期して前記透過光量データ
をサンプリングすることを特徴とする請求項１記載の紙幣識別装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、前記搬送区間毎の前記平均透過光量と前記透かし部の前記平均透過光
量との比に基づく次の平均透過光量比Ｙｘを算出し、前記平均透過光量比Ｙｘが真券及び
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偽札の対応する平均透過光量比の分布から予め定めた基準値よりも偽札側の領域にある場
合に、偽札であると判定することを特徴とする請求項２記載の紙幣識別装置。
　　Ｙｘ＝ｋ・Ｄｘ／Ｄ０　（ｘ＝１，２・・・ｚ）
　　　ただし、　ｚ：搬送区間の数
　　　　　　　ｋ：予め定める係数（一定値）
　　　　　　Ｄｘ：各搬送区間の透過光量の平均値
　　　　　　Ｄ０：透かし部の透過光量の平均値
【請求項４】
　前記判定手段は、いずれかの搬送区間について前記平均透過光量比Ｙｘが前記基準値よ
りも偽札側の領域にある場合には、偽札であると判定することを特徴とする請求項３記載
の紙幣識別装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は紙幣識別装置に関し、特に自動販売機や両替機などの紙幣処理装置に組み込ま
れ、挿入された紙幣の真贋を識別する紙幣識別装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カラーコピー機、カラープリンタ及びスキャナ等の高性能化に伴い、これらの装
置を利用して作製した偽造券による犯罪が増加している。特にカラーコピーは、濃度調整
、色補正などの機能によりコントラストや色合いなどを微妙に調整可能であるため、見た
目には偽券に対する真贋の識別が困難になってきている。そして、このような問題に対し
て、挿入された紙幣の真贋を光センサを用いて識別する種々の紙幣識別装置が提案されて
いる（例えば特許文献１及び特許文献２）。
【０００３】
　これらの紙幣識別装置では、例えば紙幣の搬送路にＬＥＤ（発光ダイオード）などの発
光部とフォトダイオードなどの受光部とを対向配置する。そして、紙幣がその間を通過す
る際に発光部によりその紙幣に赤色光等を照射し、受光部で透過光を受光してその透過光
量を測定し、これを真券の透過光量として予め設定した基準値（閾値）と照合することに
より真贋の判定を行う。
【特許文献１】特開２００３－１８７２９１号公報
【特許文献２】特開平１０－１４３７０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述のようにカラーコピーの高性能化によって真券と偽札の透過光量の
差が僅かになっており、真券での透過光量のばらつきを考慮すると、その真贋を判定する
ための基準値を、偽札を多少なりとも受け付けてしまう値に設定せざるを得ず、偽札を完
全に排除することが困難であるといった問題があった。
【０００５】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、簡易な手法で紙幣の真贋の判定の
精度を向上させることができる紙幣識別装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明では上記問題を解決するために、所定の紙幣挿入口から挿入された紙幣を搬送す
る搬送手段と、前記紙幣の搬送路に対向配置された発光部及び受光部からなり、前記紙幣
の透かし部を含む搬送方向の所定のラインに沿って、前記発光部で発光された単一種類の
光の前記紙幣への透過光量を検出する検出手段と、前記検出手段が検出する透過光量を表
す透過光量データを、前記紙幣の検出位置に対応させて所定の周期でサンプリングするサ
ンプリング手段と、前記紙幣をその搬送方向に複数に分割し、各搬送区間について前記透
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過光量データを平均した平均透過光量と、前記透かし部について前記透過光量データを平
均した平均透過光量とを算出し、両平均透過光量の比に基づいて前記紙幣の真贋を判定す
る判定手段と、を備えたことを特徴とする紙幣識別装置が提供される。
【０００７】
　このような紙幣識別装置によれば、紙幣の透かし部の透過光量と、透かし部以外の部分
の透過光量との比に基づいて、その紙幣の真贋が判定される。すなわち、発明者による真
券と偽札についての分析によると、偽札は透かし部の透過光量が真券のそれに比べて僅か
に低く、逆に透かし部以外の部分の透過光量が真券のそれに比べて僅かに高いという特徴
がある。つまり、真券での透かし部と透かし部以外の部分との透過光量の差が大きくなり
、偽札ではその差が小さくなる。このため、真券と偽札における透かし部と透かし部以外
の部分との透過光量の比の相違は、単に真券と偽札とで対応部分の透過光量を比較した場
合よりも顕著に表れることになる。従って、真贋を判定するための基準値を精度よく設定
することができる。
【０００８】
　また、このように透過光量の比の相違が顕著に表れるため、発光部で発光させる光は単
一種類のもので十分に比較でき、複数種類の光を発光させて比較する構成よりも簡易かつ
低コストに実現することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の紙幣識別装置によれば、紙幣の透かし部の透過光量と透かし部以外の部分の透
過光量との比に基づいてその紙幣の真贋を判定するため、真贋の判定の基準値を明瞭に設
定することができ、その判定を精度よく行うことができる。また、演算上、透過光量の比
をとって比較するという簡易な手法で実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。尚、本実施の形態は、本
発明の紙幣識別装置を自動販売機に適用するものとして構成したものであり、図１は当該
紙幣識別装置の電気的構成を表す説明図である。
【００１１】
　同図に示すように、紙幣識別装置１は、自動販売機の図示しない紙幣挿入口から挿入さ
れた紙幣Ｍを搬送する搬送機構２，各種センサ，各種信号処理回路，及び各種センサの出
力値等に基づいて紙幣Ｍの真贋の判定処理等を行うマイクロコンピュータ（以下「マイコ
ン」という）３等から構成されている。
【００１２】
　このマイコン３は、所定の演算処理を行うＣＰＵ，予め各種の数値やプログラムが書き
込まれたＲＯＭ，演算過程の数値やフラグが所定の領域に書き込まれるＲＡＭ，アナログ
入力信号をディジタル信号に変換するＡ／Ｄコンバータ，各種ディジタル信号が入力され
、各種ディジタル信号が出力される入出力インタフェース，及びこれらの各機器がそれぞ
れ接続されるバスライン等から構成されている。後述するフローチャートに示す処理は、
上記ＲＯＭに予め書き込まれた制御プログラムに基づいて実行される。
【００１３】
　搬送機構２は、図示しない駆動源によって駆動される搬送ベルト２ａを備え、搬送路２
１に沿って紙幣Ｍを搬送する。搬送路２１の入口付近には紙幣Ｍの挿入を感知する入口反
射センサ４１が設けられ、入口反射センサ受発光回路５１に接続されている。また、搬送
路２１の中央付近には、単一種類の赤色光ＬＥＤからなる発光素子４２と、フォトダイオ
ードもしくはフォトトランジスタからなる受光素子４３とが対向配置されており、それぞ
れセンサ発光回路５２，センサ受光回路５３に接続されている。これら発光素子４２と受
光素子４３との対向部が紙幣Ｍの真贋を判定するための識別部となる。さらに、搬送ベル
ト２ａの搬送方向終端側に配置された駆動軸には、搬送ベルト２ａ，従って紙幣Ｍの所定
量（この例では数ｍｍ／１０）の搬送毎にパルスを出力するタコジェネレータ５４が配置
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されている。ＲＡＭの所定領域には、このパルス出力をカウントするカウンタ領域が設定
されている。
【００１４】
　マイコン３は、入口反射センサ受発光回路５１に発光指令を出力して入口反射センサ４
１に断続的に発光動作をさせる。このとき、紙幣Ｍが挿入されていると、入口反射センサ
４１がその紙幣Ｍからの反射光を受光し、入口反射センサ受発光回路５１がその旨を表す
信号をマイコン３に出力する。マイコン３は、これを受けて紙幣Ｍの挿入を判断し、搬送
機構２に対して駆動指令を出力するとともに、センサ発光回路５２に対して発光指令を出
力する。
【００１５】
　すると、発光素子４２から赤色光が発光されて受光素子４３でこれを受光する。センサ
受光回路５３は、この受光素子４３が受光した赤色光のレベル（強さ）を表す信号をマイ
コン３に出力する。マイコン３は、紙幣Ｍが紙幣投入口に投入された後の赤色光（透過光
）のレベルの変化により、紙幣Ｍの先端が識別部に差し掛かったことを検知して上記カウ
ンタ領域のカウント値を一旦０クリアし、再びタコジェネレータ５４のパルス出力のアッ
プカウントを開始する。従って、このカウンタ領域のカウント値により紙幣Ｍにおける搬
送方向の位置を算出することができる。紙幣Ｍの真贋は、後述のようにその搬送方向の各
位置の透過光量を演算して所定の基準値と比較することにより判定される。
                                                                              
【００１６】
　次に、図２に基づいてマイコン３が実行する紙幣Ｍの真贋の判定方法について説明する
。同図上段は紙幣Ｍの位置を表しており、同図下段は横軸がその紙幣Ｍの対応する各位置
を表し、縦軸が各位置に対応した上記透過光量の大きさを表している。同図下段中、実線
が真券の透過光量の分布を表しており、破線が偽札の透過光量の分布を表している。
【００１７】
　同図に示すように、一般に、偽札は透かし部の透過光量が真券のそれに比べてわずかに
低く、逆に透かし部以外の部分の透過光量が真券のそれに比べてわずかに高いという特徴
がある。そして、それら透かし部又は透かし部以外の部分のそれぞれについて、真券と偽
札との透過光量を比較してもその差は僅かであり、真券での透過光量の測定のバラツキを
考慮すると、偽札であるか否かの判定が困難となる場合が少なくない。しかし、この透か
し部と透かし部以外の部分とで真券と偽札の透過光量が逆転している点に着目すると、真
券での透かし部と透かし部以外の部分との透過光量の差が大きくなり、偽札ではその差が
小さくなっている。本実施の形態ではこの点を利用する。
【００１８】
　すなわち、同図上段に示すように、紙幣Ｍをその搬送方向に所定間隔のブロック（図示
の例では１０ｍｍ間隔で１５ブロック）に分割するとともに、紙幣Ｍの透かし部を含む搬
送方向に沿ったラインを識別部の走査ライン（赤色光透過ライン）に設定する。そして、
紙幣Ｍが識別部に差し掛かってから上記タコジェネレータ５４のパルス出力に同期して赤
色光の透過光量を表す透過光量データをサンプリングする。このとき、カウント領域のカ
ウント値に基づく紙幣Ｍのサンプリング位置を示す位置データとともに、その透過光量デ
ータをＲＡＭの所定の記憶領域に順次格納していく。そして、各ブロック毎に透過光量の
平均値Ｄｘ（ｘ：１，２・・・１５）を演算しておき、これを透かし部の透過光量の平均
値Ｄ０（本実施の形態ではＤ８）で除算した次の式で表される透過光量比Ｙｘ（ｘ：１，
２・・・１５）をＲＡＭの別の領域に格納する。
【００１９】
　　Ｙｘ＝ｋ・Ｄｘ／Ｄ０　（ｘ＝１，２・・・ｚ）・・・（１）
　　　ただし、　ｚ：搬送区間（ブロック）の数（本実施の形態では１５）
　　　　　　　  ｋ：予め定める係数（本実施の形態では１２８）
　　　　　　  Ｄｘ：各搬送区間の透過光量の平均値
　　　　　　  Ｄ０：透かし部の透過光量の平均値
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　尚、この透過光量比Ｙｘの演算に際し、予め真券について予め測定しておいた対応する
透過光量比の分布と、偽札について予め測定しておいた対応する透過光量比の分布とを比
較し、両分布の差がはっきりと分かれる透過光量の基準値を設定しておく。そして、検出
対象となる紙幣Ｍの透過光量比Ｙｘとその基準値とを比較して、設定した偽札側領域内に
あると判定されたものについて偽札と判断し、その排除を行う。
【００２０】
　図３は、このような紙幣Ｍの真贋の判定に用いる基準値の設定方法についての説明図で
ある。
　同図には、上記式（１）に基づく第１１ブロックの演算結果が示されている。この演算
結果は、真券及び偽札を含む複数枚の紙幣Ｍを用意してその分布をグラフ化したものであ
る（ただし、本実施の形態においては真券の枚数のほうが偽札の枚数よりも少なくなって
いる）。同図（Ａ）は本実施の形態により演算した透過光量の分布を示すヒストグラムで
あり、同図（Ｂ）は従来の手法により演算した透過光量の分布を示すヒストグラムである
。すなわち、後者においては、単に第１１ブロックにおける透過光量の平均値を算出した
結果を表している。尚、両ヒストグラムにおいて、横軸が透過光量のレベルを表し、縦軸
がその紙幣Ｍの累積枚数を表している。また、真券を白抜き態様で表し、偽札を黒塗り態
様で表している。
【００２１】
　同図（Ｂ）から、従来手法によれば真券と偽札との差があまりなく、真贋の判定基準（
境界Ｙｘ０）を設けるのが困難となっていることが分かる。これに対し、同図（Ａ）によ
れば、本実施の形態の判定方法により、真券と偽札との差がはっきりと表れており、真贋
の判定基準（境界Ｙｘ０）の設定が容易であることが分かる。
【００２２】
　本実施の形態では、この同図（Ａ）に示した判定基準（境界Ｙｘ０）を基準に真券側領
域と偽札側領域とを設定し、上記式（１）に基づいて各ブロックの透過光量比Ｙｘが一つ
でも偽札側領域にあるものがあれば、偽札と判定してこれを排除する。
【００２３】
　次に、図４のフローチャートに基づいて、マイコン３が実行する具体的処理の流れにつ
いて説明する。
　まず、入口反射センサ受発光回路５１からの入力信号に基づいて、図示しない紙幣挿入
口に紙幣Ｍが挿入されたと判断すると（Ｓ１：ＹＥＳ）、搬送機構２に駆動指令を出力し
てこれを駆動させるとともに、センサ発光回路５２に対して発光指令を出力する（Ｓ２）
。
【００２４】
　そして、紙幣Ｍを介した透過光のレベルの変化に基づくセンサ受光回路５３からの入力
信号により、その紙幣Ｍの先端が識別部に到達したと判断すると（Ｓ３：ＹＥＳ）、上記
カウンタ領域のカウント値を一旦０クリアしてタコジェネレータ５４のパルス出力のアッ
プカウントを開始するとともに、そのパルスの立ち上がり（又は立ち下り）に同期して（
Ｓ４：ＹＥＳ）、紙幣Ｍを介した透過光量の取得を行う。すなわち、センサ受光回路５３
から入力された信号をＡ／Ｄ変換して得た透過光量データをＲＡＭの所定領域に格納する
（Ｓ５）。このとき、透過光量データは、カウンタ領域のカウント値に基づく紙幣Ｍの位
置に対応して記憶されていく。
【００２５】
　そして、搬送機構２により紙幣Ｍが１ブロック分（本実施の形態では１０ｍｍ）搬送さ
れるまでＳ４及びＳ５の処理を繰り返し、上記カウント値に基づき１ブロック分搬送され
たと判断すると（Ｓ６：ＹＥＳ）、そのブロックの透過光量データを平均して透過光量の
平均値ＤｘとしてＲＡＭの所定領域に記憶する（Ｓ７）。また、それと同時に、ＲＡＭの
所定領域に記憶された現在のブロック値ｘを１インクリメントする（Ｓ８）。
【００２６】
　以上に示したＳ４～Ｓ８の処理をブロック値ｘが１５を超えるまで、つまり、紙幣Ｍの
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最終ブロックが識別部の通過を完了するまで繰り返し行う。そして、ブロック値ｘが最終
ブロックを示す１５を超えると（Ｓ９：ＹＥＳ）、上記式（１）に示した透過光量比Ｙｘ
を各ブロックについて演算する（Ｓ１０）。そして、これらのＹｘを各ブロックについて
演算し、各ブロックについて予め設定された基準値に基づき、Ｙｘが偽札側領域にある場
合に偽札と判定する真贋判定処理を実行させる（Ｓ１１）。
【００２７】
　ここで、上述した基準値（Ｙｘ０）に基づいて紙幣Ｍが真券であると判定されると（Ｓ
１２：ＹＥＳ）、紙幣Ｍを搬送路２１の終端側に設けた一時保留部に保留するエスクロ処
理を実行する（Ｓ１３）。そして、販売動作を完了させた図示しない自動販売機の制御部
からの取込指令を受信すると（Ｓ１４：ＹＥＳ）、搬送機構２に対し、一時保留部に保留
されている紙幣Ｍを自動販売機の金庫に搬送させるための搬送指令を出力して、取込処理
を実行させる（Ｓ１５）。
【００２８】
　一方、Ｓ１２において紙幣Ｍが偽札であると判定されると（Ｓ１２：ＮＯ）、搬送機構
２に逆転駆動指令を出力して紙幣Ｍを紙幣挿入口に返却する返却処理を実行する（Ｓ１６
）。以上のようにして、一連の紙幣識別処理が終了する。
【００２９】
　以上に説明したように、本実施の形態の紙幣識別装置１は、紙幣Ｍの透かし部の透過光
量と透かし部以外の部分の透過光量との比に基づいてその真贋を判定するため、真贋の判
定の基準値（境界Ｙｘ０）を明瞭に設定することができ、その判定を精度よく行うことが
できる。
【００３０】
　以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、本発明はその特定の実施の形態
に限定されるものではなく、本発明の精神の範囲内での変化変形が可能であることはいう
までもない。
【００３１】
　例えば、上記実施の形態では、透過光量の判定基準（境界Ｙｘ０）を一つ設けた例を示
したが、真券の判定領域について上限及び下限の二つの判定基準を設定し、その領域外の
ものを偽札と判定するようにしてもよい。
【００３２】
　また、上記実施の形態では、均一に分割した各ブロック毎に透過光量の平均値Ｄｘを演
算してその比によって紙幣Ｍの真贋を判定する例を示したが、例えば紙幣Ｍの透かし部と
透かし部以外の予め定める一又は複数の箇所を透過光量検出箇所として、その部分の透過
光量の比に基づいて紙幣Ｍの真贋を判定するようにしてもよい。
【００３３】
　さらに、上記実施の形態では、本発明の紙幣識別装置を自動販売機に適用した例を示し
たが、両替機その他の紙幣処理装置に適用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】実施の形態の紙幣識別装置の電気的構成を表す説明図である。
【図２】紙幣の真贋の判定方法についての説明図である。
【図３】紙幣の真贋の判定に用いる基準値の設定方法についての説明図である。
【図４】紙幣識別処理における具体的処理の流れを表すフローチャートである。
【符号の説明】
【００３５】
　１　紙幣識別装置
　２　搬送機構
　３　マイコン
　２１　搬送路
　４１　入口反射センサ
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　４２　発光素子
　４３　受光素子
　５１　入口反射センサ受発光回路
　５２　センサ発光回路
　５３　センサ受光回路
　５４　タコジェネレータ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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